
3月号 

破傷風（はしょうふう）は、 

 破傷風菌を病原体とする人獣共通感染症の一つ 
 破傷風の死亡率は 50%（成人 15〜60%、新生児 80〜
90%）と高率 

 感染から発症までの潜伏期間は3日〜3週間 

などのようです。 

先月号で運動期間中に交通死亡労働災害が発生したことをお知らせしましたが、その後もう

1件の死亡労働災害が確認され、平成26年度の100日運動では合計2件の死亡件数となり

ました。 

その死亡災害は、先月号の中で“最近の災害事例”としてお知らせしていました事案ですが、

「建設業（浴室改装工事）で、左手に木材（幅 18mm、厚さ 30mm、長さ 900mm）、右手に携帯用丸

のこ盤を持って引き割り作業（幅18mmを半分に切断）をしたところ、携帯用丸のこ盤がぶれ、左手

示指を切断した。」という災害です。この時点では、指の切断という死亡ではない災害でした。

左示指切断、創傷感染症、破傷風の疑いで通院により創処置していましたが、災害から２４日

後に破傷風のため入院し、災害から３２日後に死亡しました。（1月下旬発生、2月下旬死亡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【運動期間：平成26年11月２1日～平成27年２月２８日】
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冬季死亡災害ゼロ１００日運動・年別発生状況

運動結果 ： 死亡労働災害が2件 目標達成ならず 

小物材を手で持つと、手がのこ歯に接近するのでリスクが高くなります。 

また、材料を手で持つのは固定状態になっていないためとても不安定です。 

携帯用丸のこ盤を使用する際は、作業台上で使用するとともに、場合によっては万力等で材料を

固定した上で、携帯用丸のこ盤をしっかりと保持して、使用することが必要です。 

 

携帯用丸のこ盤については、その携帯性と使用しやすさから、建設業をはじめ、様々な業種にお

いて広く使用されているところですが、これに伴う災害の発生は後を絶たず、また、その内容につ

いても見ても、軽微な災害に留まらず、切断という障害を負う災害としても多々発生しています。 

また、安全カバーを固定することにより「無効化」した上で作業をしている等、携帯用丸のこ盤

の危険性を十分に認識せず、かつ、誤った使用方法で作業を行っていることも多々見受けられます。 

このため、携帯用丸のこ盤を用いた作業に従事する者に対し、安全で正しい作業を行うために必要

な知識及び技能を付与し、もって職場における安全の一層の確保に資することとするため、「携帯用

丸のこ盤」を使用して行う作業に従事する労働者については、平成22年から「特別教育に準ずる教

育」を実施することが望ましいという位置づけにされています。（平成22年7月14日付け基安発０

７１４第１号） 

この教育は事業場内で実施してもよいですし、県内の講習機関でも回数は少ないですが「丸のこ

等作業従事者教育」として開催されてもいます。 

携帯用丸のこ盤での指切断からの破傷風による死亡災害も発生！！ 



① 【製造業】 左手でドアのレバーハンドルを握っ
てドアを開けたあと、ドアが閉まってしまい、レ
バーハンドルを握っていた左手の小指を、ドア枠
とドアに挟んだ。 [左手小指骨折] 
 

② 【建設業】 清掃のために鉄板をクレーン仕様の
ドラグショベルで吊り、地面に倒そうとしたと
き、鉄板が地面についたことにより吊りクランプ
から鉄板が外れ、鉄板の振れ止めのためにそばに
いた作業員の足の上に倒れた。[足指骨折] 
 

③ 【建設業】 屋根の張り替え工事で、屋根下地の
桟を踏み外してしまって倒れ、垂木に顔面をぶつ
けた。[頬骨骨折] 
 

④ 【運輸業】 トラックの運転席から降りようとし
たとき、靴に泥が付着していたことによりステッ
プで滑り、後ろ向きで 90cm下の舗装面に背中
と腰を強打するように墜落した。[骨折・打撲] 

 
⑤ 【林業】 伐倒木の枝払いをチェーンソーにて行

なっていたところ、体制が悪かったためキックバ
ックし、左腕を切った。[左腕切傷] 

☞ 同種作業がある場合には、対策を考えてみましょう!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆最近の一関監督署管内の主な災害事例◆

その他の最近のトピックス

労働災害発生人数（休業日数 4日以上）（2月末統計） 
※確定は 4月上旬 
合計 172人（前年同期比－8人） 
・製造業  54人（前年同期比＋15人）  

・食料品   15人（前年同期比＋11人）  
・金属   12人（前年同期比＋6人）  

・建設業  33人（前年同期比－2人） 
・土木工事業   6人（前年同期比－4人）  
・建築工事業   16人（前年同期比±0人）  

・道路貨物運送業 13人（前年同期比－9人）  
・林業    7人（前年同期比－3人）  
・商業   12人（前年同期比－16人）  
 

 ●一関監督署管内の労働災害の状況●

労働災害発生人数（休業日数 4日以上）（2月末統計） 
合計 23人（前年同期比＋6人） 
・製造業  3人（前年同期比－3人）  
・建設業  4人（前年同期比＋1人） 
・道路貨物運送業 7人（前年同期比＋6人）  
・林業   2人（前年同期比＋1人）  
・商業   0人（前年同期比±0人）  
・社会福祉施設  2人（前年同期比＋2人） 

平成27年２月26日付け基安労発0226第５号「除
染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度の平成
27年度以降の負担金について」 
【内容】 平成27～28年度の負担金を年額2500
円／人とする。 

平成27年２月24日付け基発0224第１号「鉄鋼生
産設備の非定常作業における安全衛生対策のため
のガイドラインの改正について」 
【内容】 平成９年策定版を、近年の鉄鋼業におけ
る就業構造の変化、非定常作業にかかる法令改正、
リスクアセスメントの普及等の状況を踏まえ改正
したもの。 

◆平成27年◆

◆平成26年◆

16
32

42
100

指差呼称

指差だけ

呼称だけ

何もしない

指差呼称の効果 [説明] 何もしない時のミスを100とすると、指と声

をかければ16までミスを下げられます。あるいは、手

がふさがっている場合でも、声をかければ半分以下

（100が42）までミスを防げます。買い物をしたと

き、「○○円のお釣りです♪」と話されながらお釣りが

返されますが、これもミスを防ぐための取組みの1つ

（呼称）です。 

朝のイベント時だけの実施ではなく、仕事の流れの中で

こそ指差呼称を多用してみましょう。 

平成27年２月23日付け基安安発0223第１号「工
業標準の制定及び日本工業規格の改正について（公
示）」 
【内容】１．制定された日本工業規格 
① ロボット及びロボティックデバイス－産業用ロ
ボットのための安全要求事項－第２部：ロボッ
トシステム及びインテグレーション…Ｂ８４３
３－２ 

② クレーン－通路及び保護装置－第４部：ジブク
レーン…Ｂ８８２６－４  

２．改正された日本工業規格 
① 圧力容器の設計…Ｂ８２６７  
② ロボット及びロボティックデバイス－産業用
ロボットのための安全要求事項－第１部：ロボ
ット…Ｂ８４３３－１  

③ クレーン－通路及び保護装置－第１部：一般…
Ｂ８８２６－１  

④ クレーン－通路及び保護装置－第３部：タワー
クレーン…Ｂ８８２６－３  

⑤ 機械類の安全性－電気的検知保護設備－第１
部：一般要求事項及び試験…Ｂ９７０４－１ 

平成２7年３月１０日付け事務連絡「「『見える』
安全活動コンクール」の応募事例の活用について」
【内容】 平成26年度「見える」安全活動コンクー
ルの選考結果として、特設ホームページで優良な活
動について発表を行なわれたため、参考とされたい
こと。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省では、企業の安全衛生の水準を可視化し、安全活動に取り組んでいる企業が社会的

評価を受けられることを目的とするとともに、応募作品をホームページ上で継続的に公開するこ

とにより、他の職場における安全活動の取り組みに活用できることを目的として、平成23年度

よりこのコンクールを実施しており、平成26年度も平成26年9月16日～平成26年11月14日

を募集期間として展開されました。 

この結果、応募数は昨年度の倍を上回る792件（応募された企業・事業場は200近く）となり、

この中から特に創意工夫が認められたり、簡易な取組であるが効果的であると評価できる優良な

79の事例が選考されました。 

詳しくは、http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/concour/2014/result.htmlをご覧く

ださい。（ または、「職場のあんぜんサイト 見える化」で検索！！ ） 

この中から一部を紹介いたします。 

大きい看板は装置付近でわかりやすい。 

ピット内に入っている人名を把握できる。 

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/concour/2014/result.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この資料（運動通信）は岩手労働局のホームページからもダウン

ロード可能です。 

作成者：一関労働基準監督署（平成 27年 3月下旬作成） 

１０cm巾の高さ制限表示は視認性が高い。 

他にもたくさんの事例が公開されています。 

いいものがあれば真似てみたり、あるいは自分たち自身でもっ

といい事例を考えてみるのもいいでしょう！！ 


